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衆
議
院
議
員
木
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弁
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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
雇
用
促
進
住
宅
の
今
後
に
お
け
る
方
向
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
年
齢
別
の
入
居
率
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開

発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
か
ら
雇
用
促
進
住
宅
の
管
理
運
営
業
務
を
受
託
し
て
い
る
財
団
法
人
雇
用
振
興
協
会

が
実
施
し
た
雇
用
促
進
住
宅
の
入
居
者
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
雇
用
促
進
住
宅
の
借
受
人
の
年
齢
構
成
は
、
平
成
十
八
年
十

二
月
一
日
現
在
で
、
二
十
歳
未
満
が
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
十
歳
以
上
三
十
歳
未
満
が
十
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
十
歳

以
上
四
十
歳
未
満
が
二
十
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
十
歳
以
上
五
十
歳
未
満
が
十
八
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
五
十
歳
以
上
六
十

歳
未
満
が
二
十
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
十
歳
以
上
七
十
歳
未
満
が
十
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
七
十
歳
以
上
が
七
・
〇
パ
ー
セ

ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

雇
用
促
進
住
宅
に
つ
い
て
は
、
「
規
制
改
革
推
進
の
た
め
の
三
か
年
計
画
」
（
平
成
十
九
年
六
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
。

以
下
「
三
か
年
計
画
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
遅
く
と
も
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
譲
渡
・
廃
止
に
向
け
た
取
組
を
進
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
引
き
続
き
、
災
害
の
発
生
に
伴
い
、
都
道
府
県
か
ら
被
災
者
に
対
す
る
雇
用
促
進
住
宅
の
提
供

一



の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
被
災
者
の
当
面
の
居
住
の
場
と
し
て
提
供
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

雇
用
促
進
住
宅
の
家
賃
に
つ
い
て
は
、
階
数
が
上
が
る
ご
と
に
割
高
と
な
る
設
定
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
厳
し
い
雇
用
失
業
情
勢
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
年
十
二
月
以
降
、
解
雇
等
に
伴
い
住
居
を
喪
失

し
た
求
職
者
に
対
す
る
緊
急
か
つ
一
時
的
な
対
応
と
し
て
、
当
該
求
職
者
に
対
し
、
雇
用
促
進
住
宅
を
提
供
し
て
き
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

当
該
施
策
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
経
済
状
況
、
雇
用
失
業
情
勢
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
そ
の
継
続
等
に
つ
い
て
判
断
し
て
ま

い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
雇
用
促
進
住
宅
に
つ
い
て
は
、
三
か
年
計
画
に
基
づ
き
、
遅
く
と
も
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
譲
渡
・

廃
止
の
取
組
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、御
指
摘
の
よ
う
に
雇
用
促
進
住
宅
の
廃
止
を
延
期
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
雇
用
促
進
住
宅
の
地
方
自
治
体
等
へ
の
譲
渡
は
、
平
成
十
三
年
度
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
本
年
九
月
末
ま
で
に
百

二



十
四
住
宅
が
地
方
自
治
体
等
へ
譲
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
三
か
年
計
画
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
平
成
十
九
年
度
以
降
の

譲
渡
は
、
百
五
住
宅
と
な
っ
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

地
方
自
治
体
等
に
譲
渡
さ
れ
た
雇
用
促
進
住
宅
へ
の
入
居
促
進
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
方
自
治
体
等
に
お
い
て
検
討
す
べ

き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

な
お
、
機
構
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
体
等
が
公
的
な
住
宅
と
し
て
十
年
間
利
用
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
譲
渡
価
格
を
減

額
し
て
譲
渡
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


